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寺
じ

暮
ら
し

参

画

公

開

支給対象者対象児童を養育する次のいずれかに該当する方※原
　則ひとり親世帯分の給付金や他市などで給付金をすでに受け
　取っている方を除く
〇令和３年度分住民税(均等割)が非課税で①児童手当(＊)・特別
　児童扶養手当受給者②新規児童手当(＊)・新規特別児童扶養
　手当受給者③その他対象児童の養育者
〇令和３年１月以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入
　となった④児童手当・特別児童扶養手当・新規児童手当・新
　規特別児童扶養手当受給者、その他対象児童の養育者
対象児童〇令和３年３月31日時点で18歳未満または障害のあ
　　　　　る20歳未満の方
　　　　〇令和３年４月～４年２月に生まれた新生児
支給額児童1人当たり50,000円
支給時期①＝８月17日(火）
　　　　②＝個別に通知
　　　　③④＝申請月の翌月下旬以降
申請①②＝不要※(＊)に該当する公務員の方は申請が必要
　　③④＝必要※８月20日(金)から申請受け付け開始
申請方法令和４年２月28日(月)までに申請書・必要書類を準備
　のうえ、郵送(必着)または直接〒185-0034光町1-46-8子育
　て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)窓口(ひか
　りプラザ内)へ
注申請受け付け時期、申請書・必要書類など詳しくは市HP 検索
　1026369をご覧いただくか、お問い合わせください
問〇厚生労働省コールセンター☎(0120) 811-166〔月～金曜日
　　(祝日を除く)午前９時～午後６時〕
　〇子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
　　窓口☎(042)571-2620〔月～金曜日(祝日を除く)午前８
　　時30分～午後５時〕

→子ども子育てサービス課(内378）→子ども子育てサービス課(内378）

　ひとり親世帯以外で、次に該当する方に給付金を支給します。ひとり親世帯以外で、次に該当する方に給付金を支給します。

ひとり親世帯以外のひとり親世帯以外の
低所得の子育て世帯の方へ低所得の子育て世帯の方へ

９
月
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

円
卓
会
議

　
国
分
寺
子
育
て
支
援
事
業
者
連
絡

協
議
会
と
市
の
協
働
開
催
で
す
。

日
９
月
７
日
㈫
午
前
10
時
〜
11
時

場
福
祉
セ
ン
タ
ー
・
オ
ン
ラ
イ
ン

（W
eb 

会
議
ツ
ー
ル
使
用
）

対
子
ど
も
に
関
す
る
活
動
を
市
内
で

行
っ
て
い
る
個
人
・
団
体

申
事
前
に
akodom

okatei@
city.kokubunji.tokyo.jp

ま
た
は
電
話
で
子
育
て
相
談
室
へ

↓
子
育
て
相
談
室
☎
０
４
２
・
572
・

８
１
３
８公

開
し
て
い
ま
す

●
農
業
委
員
会
総
会

日
８
月
20
日
㈮
午
前
９
時
30
分
〜

場
市
役
所
書
庫
棟
会
議
室

↓
農
業
委
員
会
事
務
局（
内
394
）

●
行
政
改
革
推
進
委
員
会

日
８
月
24
日
㈫・26
日
㈭
午
後
７
時
〜

場
市
役
所
書
庫
棟
会
議
室

内
施
策
評
価
に
関
し
て

↓
政
策
経
営
課（
内
460
）

●
環
境
推
進
管
理
委
員
会

日
８
月
25
日
㈬
午
前
10
時
〜

場
市
役
所
プ
レ
ハ
ブ
会
議
室
第
1

内
環
境
基
本
計
画
実
施
計
画
の
進
捗

管
理
に
関
し
て

↓
ま
ち
づ
く
り
計
画
課
☎
０
４
２
・

314
・
９
０
０
５　

●
国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
に
関

す
る
協
議
会

日
８
月
26
日
㈭
午
後
２
時
〜

場
市
役
所
第
１
庁
舎
３
階
第
一
・
二

委
員
会
室

↓
保
険
年
金
課（
内
547
）

●
都
市
計
画
審
議
会

日
８
月
27
日
㈮
午
前
９
時
30
分
〜

場
市
役
所
第
１
庁
舎
３
階
第
一
〜
三

委
員
会
室

内
国
分
寺
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変

更
に
関
し
て
ほ
か

↓
ま
ち
づ
く
り
計
画
課（
内
454
）

●
選
挙
管
理
委
員
会
定
例
会

日
９
月
１
日
㈬
午
前
９
時
30
分
〜

場
市
役
所
プ
レ
ハ
ブ
会
議
室
第
３

↓
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局（
内
367
）

●
政
治
倫
理
審
査
会

日
９
月
１
日
㈬
午
前
11
時
〜

場
市
役
所
プ
レ
ハ
ブ
会
議
室
第
１

内
市
長
・
副
市
長
・
教
育
長
・
市
議

会
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
資
産
等
報

告
書
の
審
査
に
関
し
て

↓
政
策
法
務
課（
内
443
）

国
分
寺
都
市
計
画
緑
地

姿
見
の
池
緑
地（
西
恋
ケ
窪
若

松
公
園
）の
事
業
計
画
関
係
図

書
の
縦
覧

　
７
月
２
日
付
け
で
、
都
が
姿
見
の

池
緑
地
の
事
業
計
画
の
認
可
を
告
示

し
ま
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
第
62

条
第
2
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
関
係

図
書
の
縦
覧
を
行
っ
て
い
ま
す
。

縦
覧
場
所
緑
と
建
築
課（
市
役
所
第

2
庁
舎
）　

↓
緑
と
建
築
課（
内
354
）

西
恋
ケ
窪
若
松
公
園
の

整
備
に
関
す
る
市
民
懇
談
会
を

開
催

　
姿
見
の
池
緑
地
内
の
都
市
計
画
変

更
に
伴
い
、
公
園
機
能
を
維
持
し
な

が
ら
一
部
の
箇
所
で
の
再
整
備
を
検

討
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
意
見
を

伺
う
た
め
、
市
民
懇
談
会
を
開
催
し

ま
す
。

日
８
月
28
日
㈯
午
前
10
時
〜
11
時

場
市
民
室
内
プ
ー
ル
会
議
室

定
10
人

申
８
月
16
日
㈪
か
ら
電
話
で
※
先
着
順

↓
緑
と
建
築
課（
内
354
）

事前に電話で高齢福祉課へご連絡ください。
d９月６日（月）午後１時30分～４時
bいずみプラザ※当日直接会場へ
t 認知症の人を介護している方、介護を経験した方
e無料

→高齢福祉課☎（042）321-1301

認知症の人を支える
家族懇談会

ほっ！
とできる場

スケジュール※いずれも水曜日 y午後7時～9時
講座名 日程 テーマ 定員 講師(東京経済大学）

身近な
事例編

９月15日 契約社会を生きる
60人

※１講座から
の受講可

島田和夫さん
（名誉教授）

22日 金融商品の消費者問題 桜井健夫さん
（現代法学部教授）

29日 AIをめぐる消費者問題 村本武志さん
（現代法学部教授）

入門編
10月６日 契約ルールの基礎知識①民法の契約ルール 60人

※原則両日
受講

村千鶴子さん
（現代法学部教授）

13日 契約ルールの基礎知識②消費者契約の特別
ルール

自治会・町内会が設置する集会場の備品購入や掲示板の建て替えなどの費用を
下表のとおり補助しています。

集会場・掲示板の対象経費と補助金額場・掲示板の対象経費と補助金額
区分 対象経費 補助金額

集会場
備品購入費（会議用机・
いす・冷暖房機器に限る） 300,000円を限度とした費用の３分の２

集会場・備品の修繕費 100,000円を限度とした費用の３分の２

掲示板
（1基当たり）

掲示板の新設費・
建て替え費

○自治会が材料を購入し新設・建て替え＝40,000円
　を限度とした材料費の全額
○業者委託＝60,000円を限度とした費用の３分の２

掲示板の修繕費・
移設費

○自治会が材料を購入し修繕・移設＝20,000円を限
　度とした材料費の全額
○業者委託＝20,000円を限度とした費用の３分の２

自治会・町内会に対する補助制度自治会・町内会に対する補助制度

東京経済大学と連携した東京経済大学と連携した
第10回第10回市民市民のためののための契約法講座契約法講座

→協働コミュニティ課☎(042)325-1991

申午前９時～午後５時(正午～午後１時、土・日曜日、祝日を除く)に申請書などを協働
　コミュニティ課(本町４-１-９本町クリスタルビル4階)へ
募集要項・申請書配布場所協働コミュニティ課で※市HPからダウンロード可

身近にありがちな事例を題材に、契約の基礎
知識を学べます。高齢者などの見守りを行って
いる方、未成年者の保護者の方、消費生活相談
員を目指す方、教員の方などにお勧めです。
場リオンホール(cocobunji WEST5階)
　※オンラインでの参加も可。申し込み時に選択

対市内在住・在勤・在学・在活の方優先
￥無料
申８月16日(月)午前９時～９月８日(水)に市
　HP 検索1014094に掲載する電子申請サ
　ービスまたは電話で経済課へ※先着順

→経済課(内396）

運動効果が上がる食べ方のポ
イントを、お子さんから大人ま
での年齢に合わせ、管理栄養士
が楽しく分かりやすく話します。
対市内在住・在勤・在学・在活
　の方
定15人　￥無料
申８月16日(月)午前9時から電
　話で健康推進課へ※先着順
物筆記用具

→健康推進課☎（042）321-1801

８８月月3131日（火）午後日（火）午後２２時～時～３３時時1515分分
いずみプラザいずみプラザ

栄養講座

運動時運動時のの栄養栄養のの摂り方摂り方

子育て世帯生活支援特別給付金を支給


